
「サテライトキャンパス推進事業」業務仕様書 

 

１ 目的 

大学・高校のゼミ・グループ等に、本県の豊かな自然や文化などを活かしたフィール

ドワークなどの学びの機会を提供し、本県の関係人口の創出・拡大を図る。 

 

２ 委託業務期間 

契約日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 委託予定金額 

  １５，０００千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

４ 本事業の対象者について 

  本事業の対象者は大学・高校のゼミ・グループ等とする。 

 

５ 委託業務の内容 

（1）サテライトキャンパス推進事業の広報、参加者の募集に関する業務 

大学・高校のゼミ・グループ等へ向けたＷｅｂ・ＳＮＳ広告等を活用した広報活動を

行う。 

(2) フィールドワークプログラムに関する業務 

  ア プログラムの掘り起こしとあわせて、Ｗｅｂサイトに情報を掲載する。なお、観 

  光スポットを回るだけでなく、各地域で行われる地域行事や地元住民等と交流しな 

がら活動できるものを中心に掘り起こすこと。 

イ 参加者と受入地域とのスムーズなマッチングのため、適宜面談等を実施する。 

ウ 参加者の要望を聞きながら、スムーズにフィールドワーク等に参加できるよう調 

整・サポートする。 

   ※参加者の要望に応じて、フィールドワークの事前または事後の学習会についても、

対応することとする。 

   ※参加者の要望や状況に応じて、宿泊施設や県内の移動手段の確保についても、対応

することとする。 

※能登半島地震及び豪雨災害による被災地域への現地案内については、復旧・復興状

況を鑑みて柔軟に対応することとする。（危険な場所へは案内しない） 

(3) インターンシップとフィールドワークに関する業務 

県内でインターンシップをしながら、フィールドワーク等に参加することで本県の魅 

力を体感できる体制を以下により構築する。 

ア インターシップ受入企業については、いしかわ「第二のふるさと」推進実行委員会

（以下、「実行委員会」という）と連携の上、確保する。 



イ 参加者が希望するインターシップやフィールドワークが実施できるよう、受入企業

と適宜調整を行う。 

（4）相談窓口の設置・運営に関する業務 

ア  参加者滞在時の万一のトラブル等に備えて、参加者等からの相談を受け付ける相   

談窓口を設け、対応者を１名以上配置する。 

イ 相談対応等時間については、実行委員会と協議の上、決定する。 

（5）本事業委託期間中における事業参加者の把握・管理を行い、その一環としてアンケ 

 ート調査を実施することとし、把握した情報やアンケート結果は事業実施結果として 

実行委員会に報告する。 

（6）その他に本業務の円滑かつ効果的な実施に資する取組を提案し、実行委員会と協議の 

上、実施する。 

 

６ 成果品の提出 

  成果物は次のとおりとする。 

（1）実績報告書 

   本事業の実施内容を記載した実績報告書を作成し、Ａ４サイズで提出すること。 

（2）電子データ 

   実績報告書データについては、ＰＤＦ等の電子データにより提出すること。 

（3）提出期限 

成果物の提出は令和９年３月３１日を期限とする。 

 

７ 支払い方法 

  原則として、実績報告書提出後に支払うこととする。ただし、実行委員会に協議し同

意を得た場合、事業を執行した額を限度として、委託料の前金払を請求することができ

るものとする。 

 

８ 情報のセキュリティの確保 

（1）情報セキュリティポリシーの遵守 

   受託者が業務を行う場合にあたっては、別紙１「石川県情報調達共通特記仕様書」を

遵守しなければならない。 

（2）個人情報の保護 

   受託者が業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合には、別紙２「個人情報の取

扱いに係る特記事項」を遵守しなければならない。 

（3）守秘義務 

   受託者は、業務で知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用すること

はできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

 



９ 著作権等 

（1）著作(財産)権の所有 

   成果品及び電子データ等、今回の契約により作成されたコンテンツに係る著作権、構

成素材の著作権(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を含む)は、委託者に帰属

する(ただし、制作途中に制作案等の用途に使用して、成果品として採用されなかった

制作物及び受託者又は第三者が従前から保有していた著作権を除く。)ものとする。ま

た、委託者は、コンテンツの維持又石川県の移住・交流居住に関する広報宣伝を目的と

した改変及び印刷物等の二次利用をすることができるものとする。 

(2) 第三者への利用許諾 

  受託者は、成果品及び構成素材の第三者への利用許諾を認めるものとする。 

(3) 権利関係の処理等 

   ①成果品及び構成素材に含まれる第三者の著作権その他全ての権利についての交

渉・処理は、従前から所有していたものを含めて受託者が行うこととし、その経費

は委託費に含む。 

   ②第三者からの異議申し立て、紛争の提起については、全て受託者の責任と費用負担

で行う。 

(4) 権利関係に係る留意事項 

  委託者から提供する以外の写真、画像、イラスト等のデータを使用する場合は、第三

者の肖像権・著作権等の権利を侵害することのないよう厳に注意すること。 

 

１０ その他 

（1）暴力団等の排除のため、受託者が以下のいずれかに該当する場合は、委託を行わな

い。委託後に判明した場合は、委託を解除できるものとする。この場合において、解

除により受託者に損害が生じても、実行委員会はその責を負わないものとする。 

   ア 役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはそ

の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）

が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

    イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認めら

れるとき。 

    ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

    エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。 

    オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 



（2）業務の実施にあたっては、実行委員会や関係者と密に連携を図り、十分な協議の上、 

円滑に行うものとする。 

（3）本仕様書に明記されていない事項及び疑義が生じた場合については、実行委員会と

協議の上、決定するものとする。 

（4）業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを必要とするときは、 

あらかじめ書面による実行委員会の同意を得なければならない。 

（5）参加者への日当や交通費、宿泊費等の金銭給付は行ってはならない。 

（6）地域でのフィールドワーク等に関心のない者に対し、金銭等を支給しての集客は行

ってはならない。 


